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※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名

ス
ポ
ー
ツ

雇
用
・
資
格

文
化
・
教
養

く
ら
し

住
ま
い
・
環
境

福
祉

交
通
・
消
防

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
教
養

文
化
・
教
養

く
ら
し

住
ま
い
・
環
境

交
通
・
消
防

雇
用
・
資
格

福
祉

お知らせ掲示板
　
く
ら
し

広　告 広　告

　
医
療
機
関
で
の
支
払
い
を
、
前
年
所
得
に

応
じ
た
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
調
整
で
き

る
限
度
額
適
用
認
定
証
。
こ
の
認
定
証
の
交

付
を
希
望
す
る
人
は
、
郵
送
で
の
手
続
き
を

お
薦
め
し
ま
す
。申
請
書
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
郵
送

で
受
け
取
れ
ま
す
。

　
な
お
、
70
歳
以
上
で
令
和
４
年
度
に
認
定

証
の
交
付
を
受
け
て
い
た
人
で
、
令
和
５
年

度
も
認
定
証
の
対
象
に
な
る

人
に
は
、
申
請
書
を
７
月
に

郵
送
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課�

☎（
62
）７
１
２
９

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
適
用

認
定
証
の
申
請
は
郵
送
で

新
し
い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

　
現
在
使
っ
て
い
る
国
民
健
康
保
険
と
後
期

高
齢
者
医
療
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
7

月
31
日
ま
で
で
す
。
8
月
か
ら
使
用
す
る
保

〈
口
座
振
替
や
納
付
書
で
支
払
う
人
へ
〉

　
7
月
13
日
に
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保

険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
税
通

知
書
・
納
入
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。
こ
れ

は
、
令
和
４
年
中
の
所
得
な
ど
を
基
に
年
間

の
額
を
決
定
し
た
も
の
で
す
。

※�

年
金
か
ら
天
引
き
で
納
付
す
る
人
の
年
間

納
付
額
は
9
月
13
日
に
通
知
予
定
で
す
。

〈
振
替
の
口
座
は
通
知
書
を
確
認
〉

　
過
去
に
口
座
登
録
を
し
た
人
は
、
通
知
書

に
記
載
さ
れ
た
口
座
か
ら
自
動
で
引
き
落
と

さ
れ
ま
す（
年
金
天
引
き
の
人
は
除
く
）。

〈
収
入
申
告
が
必
要
で
す
〉

　
次
に
該
当
す
る
人
は
、
収
入
申
告
を
し
て

い
な
い
場
合
、
保
険
税（
料
）が
正
確
に
計
算

さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
収
入
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
令
和
４
年
中
に
収
入
が
な
い
20
歳
以
上
の
人

②�

収
入
が
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
な
ど
の
非

課
税
収
入
の
み
の
人

▼
問
い
合
わ
せ

◯
本
課
税
課�

☎（
62
）７
１
２
０

保
険
税（
料
）の
納
税
・

納
入
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
難
し
い
と
き
に
は

　
申
請
に
よ
り
、
保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を

受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
人
や
配

偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
の
所
得
に
基
づ
き
、

全
額
免
除
・
一
部
免
除
・
納
付
猶
予
の
ど
れ

に
該
当
す
る
か
審
査
し
ま
す
。

　
７
月
～
来
年
６
月
分
の
申
請
を
、
7
月
1

日
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

※�

過
去
の
期
間
に
つ
い
て
も
、2
年
1
カ
月

前
の
分
ま
で
申
請
で
き
ま
す
。

※�

失
業
し
た
場
合
は
、
審
査
の
特
例
が
あ
り

ま
す
。
な
お
、
す
で
に
申
請
し
て
い
る
人

も
、
7
月
分
以
降
は
改
め
て
申
請
が
必
要

で
す
。詳
細
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
学
生
の
場
合
は
、
原
則
、
学
生
納
付
特
例

　
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

▼�

申
込
方
法　
本
人
確
認
書
類
と
年
金
番
号

が
わ
か
る
も
の
を
窓
口
に
持
参
す
る
か
、

申
請
書
を
郵
送

※�

電
話
で
の
申
請
は
不
可
。

※�

本
人
以
外
の
人
が
代
理
で
申
請
す
る
と
き

は
、委
任
状
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼�

申
し
込
み　
本
国
保
年
金
課
、
西
市
民
福

祉
課
、
塩
総
務
福
祉
課
、
箒
根
出
張
所

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課　
　
　
☎（
62
）７
１
２
９

塩
原
ダ
ム
の
放
流
に
注
意

　
ダ
ム
か
ら
の
放
流
で
箒
川
の
水
位
の
急
な

上
昇
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
川
沿
い
の
サ

イ
レ
ン
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
サ
イ
レ

ン
が
聞
こ
え
た
ら
、
す
ぐ
に
川
か
ら
離
れ
て

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
矢
板
土
木
事
務
所

�

☎
０
２
８
７（
44
）２
１
８
７

　
令
和
４
年
中
に
家
屋
を
新
築
な
ど
で
取
得

さ
れ
た
人
へ
、
7
月
10
日
に
不
動
産
取
得
税

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

▼�

納
付
期
限　
７
月
31
日
㈪

▼
問
い
合
わ
せ

◯
大
田
原
県
税
事
務
所

�

☎
０
２
８
７（
23
）４
１
７
２

不
動
産
取
得
税
は
納
期
限
ま
で
に

▶問い合わせ
○本市民課　☎（62）7132

マイナンバーカード
【休日】交付・申請・
マイナポイント支援

※�交付のみ、事前
　予約が必要です。

7月９日㈰・17日㈷㈪

険
証
を
7
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。

〈
国
民
健
康
保
険
〉

　

新
し
い
保
険
証（
薄
緑
色
）が
届
い
た
ら
、

記
載
内
容
や
加
入
者
全
員
分
の
保
険
証
が
あ

る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。世
帯
主
氏
名
は
、

世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な

く
て
も
記
載
さ
れ
ま
す
。

〈
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
〉

　
新
し
い
保
険
証（
薄
紫
色
、
は
が
き
型
）が

届
い
た
ら
記
載
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。次
の
人
に
は
、認
定
証
を
同
封
し
ま
す
。　

①�

過
去
に『
限
度
額
適
用
認
定
証
』（
薄
緑
色
）

の
交
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
、
令
和
５

年
度
の
所
得
区
分
が
基
準
を
満
た
す
人

②�

過
去
に『
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
』（
ピ
ン
ク
色
）の
交
付
を
受
け

た
こ
と
が
あ
り
、
令
和
５
年
度
の
所
得
区

分
が
基
準
額
未
満
の
人

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課�

☎（
62
）７
１
２
９

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

登
録
要
否
相
談
会

〈
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
〉

▼�

内
容　
消
費
税
の
基
本
的
な
仕
組
み
、
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要
・
税
制
改
正
事
項

▼�

と
き　

①
７
月
19
日
㈬　
午
前
10
時
～
11
時

②
８
月
４
日
㈮　
午
後
２
時
～
３
時

▼
定
員　
20
人

〈
登
録
要
否
相
談
会
〉

▼�

内
容　

　
登
録
の
考
え
方
や
必
要
な
情
報
な
ど

▼�

と
き　

①
７
月
19
日
㈬　
午
前
11
時
～
正
午

②
８
月
４
日
㈮　
午
後
３
時
～
４
時

▼
相
談
時
間　
１
組
60
分

〈
共
通
事
項
〉

▼
と
こ
ろ　

　
大
田
原
税
務
署　
別
館
２
階
会
議
室

�

（
大
田
原
市
紫
塚
１
丁
目
５
‐
54
）

※�

い
ず
れ
の
日
程
も
、
開
催
前
日
ま
で
に
事

前
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
大
田
原
税
務
署　
　
　

�

☎
０
２
８
７（
22
）３
１
１
８

　
市
長
が
市
民
の
声
を
聴
く
市
民
懇
談
会
を

開
催
し
ま
す
。
参
加
を
希
望
す
る
人
は
、
本

企
画
政
策
課
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼�

と
き
・
と
こ
ろ

・
7
月
６
日
㈭　
西
那
須
野
庁
舎

・
7
月
11
日
㈫　

　
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

・
7
月
13
日
㈭　
ハ
ロ
ー
プ
ラ
ザ　

※
い
ず
れ
も
午
後
２
時
か
ら
。

▼�

申
込
方
法　
電
話
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
申
し
込
み

▼
申
込
期
限　
７
月
４
日
㈫

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
本
企
画
政
策
課�

☎（
62
）７
１
０
９

市
政
に
関
す
る
市
民
懇
談
会

合 計 114,230人 （＋    2）

男 56,710人 （－  10）

女 57,520人 （＋  12）

世 帯 49,093世帯 （＋  98）

出 生 48人 転  入 331人

死 亡 109人 転  出 268人

○6月の人口

▶問い合わせ� 本市民課　☎（62）7132

6月1日現在   （ ）は前月比


